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『コミュニケーションボード』（全国銀行協会制定）の全店設置について 

～ 快適に・安心してご利用いただける店舗づくりの実現に向けて ～ 

 

 当行は、平成 23年 6 月 10日（金）より、銀行内の主な取引内容をイラスト化し、それを

指し示すことで用件を伝えることのできる『コミュニケーションボード』（「全国銀行協会」

制定）を全店に設置いたしますのでお知らせします。 

 

 『コミュニケーションボード』は、「全国銀行協会コミュニケーション支援用絵記号デザ

イン（※）」を使用したもので、聴覚に障がいをお持ちのお客さまや日本語を解さない外国

からのお客さま等と円滑なコミュニケーションが図られるように工夫されたボードです。 

 

 当行では、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の一環として、障がいをお持ちのお客さま・ご高

齢のお客さま等へ配慮した取組みを積極的に行っております。これからも地域の皆さまが、

快適に・安心してご利用いただける店舗づくりに努めてまいります。 

  

 

（※）「全国銀行協会コミュニケーション支援用絵記号デザイン」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆本件に関するお問い合わせ 

西京銀行 営業統括部（担当：鳥田（からすだ）） 

TEL：0834-22-7665 

 

 

 

全国銀行協会が、ソフト面でのバリアフリーを推進する観点から、銀行における代表的

な取引や手続を JIS 規格に沿ってデザイン化したもの。「どこの銀行へ行っても同じデ

ザインによりコミュニケーションを行える安心感」を醸成するために、会員行に対して、

本デザインの使用を推奨しております。 



◇『コミュニケーションボード（表面）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇『コミュニケーションボード（裏面）』 

 

 

◇『コミュニケーションボード（裏面）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. 代筆をお受けします（預金取引・融資取引） 

お取引の意思確認ができる方のうち、障がいのために書類への自筆が困難な方に限り、

複数名の行員が立会い、代筆をお受けします。 

～預金取引～ 

 同行者の方、もしくは行員による代筆をお受けします。 

 （同行者の方の本人確認資料が必要となります） 

～融資取引～ 

 原則として推定相続人や第三者保証提供者の方（返済義務を承継する可能性のある方）

からに限り、代筆をお受けします。 

 （行員による代筆は行いません）  

2. 代読をお受けします（預金取引・融資取引） 

視覚障がいをお持ちのお客さまから申込書等の書類について代読して欲しいとのご要望

があった場合は、複数名の行員が立会い、商品内容や関係書類の条項を読み上げ、内容を

ご説明します。 

3. 窓口受付の振込手数料および両替手数料を引下げます 

視覚障がいまたはその他の障がいのためにＡＴＭや両替機のご利用が困難なお客さま

は、窓口においてもＡＴＭ扱いの振込手数料および両替機扱いの両替手数料でご利用いた

だけます。 

4. 点字ブロックの敷設と障がい者専用駐車場スペースの設置を進めております 

一昨年から店舗建替えと同時に点字ブロックの敷設と障がい者専用の駐車スペースの設

置を進めており、新築建替えした 6店舗に敷設、設置しております。 

① 柳井支店 （平成 21 年 1月 13 日新築） 

② 小郡支店 （平成 21 年 9月 14 日新築） 

③ 新下関支店（平成 22 年 6月 21 日新築） 

④ 山口支店 （平成 22 年 9月 21 日新築） 

⑤ 玖珂支店 （平成 22 年 10月 12 日新築） 

⑥ 小野田支店（平成 22 年 12月 6 日新築） 

⑦ 南岩国支店（平成 23 年 6月 20 日新築予定） 

山口県身体障害者団体連合会様と新築店舗を検証し、店舗のバリアフリー化に積極的に

取組んだ結果、小野田支店、南岩国支店に「山口県福祉のまちづくり条例に基づく適合証」

が交付されました。（山口県健康福祉部の「福祉マップ山口」に掲載） 

今後新築を計画している店舗においても点字ブロックの敷設を始めとするバリアフリー

化に努め、より多くの皆さまに快適にご利用していただける店舗造りを目指します。 

当行の障がいをお持ちのお客さま等へ配慮した取組み 



5. 耳マーク・杖ホルダーを設置しました 

筆談でご用件を承ることを明示する「耳マーク表示板」を全店に設置しました。 

窓口や ATMでお取引される際に便利な「杖ホルダー」を全店に設置しました。 

6. 当行提携セブン銀行 ATM（視覚障がい者対応 ATM）が手数料無料でご利用になれます 

当行はセブン銀行さまとＡＴＭ利用手数料無料（平日時間内 8：45～18：00）で提携して

おり、視覚障がいをお持ちの方で当行ＡＴＭのご利用が困難なお客さまは、セブン銀行Ａ

ＴＭが当行ＡＴＭと同じ手数料体系でご利用いただけます。 

セブン銀行さまは、視覚に障がいがあるお客さまにも安心してＡＴＭをご利用いただけ

るよう、ＡＴＭ備付のインターホンから音声ガイダンスに従ってお一人で操作できるサー

ビスを行っております。 

7. サービス介助研修を実施しております 

様々な障がいの特性や適切なコミュニケーションの取り方を理解するために、山口県立

大学と山口県身体障がい者団体連合会から講師を招き、県内 5会場で「サービス介助研修」

を実施しました。 

これまで 163 名が受講し、全店に受講者を配置しました。今後も同研修を継続し、サー

ビス介助スキルの向上を目指します。 

8. 認知症サポーター養成講座を開催しております 

高齢化社会が進展するなかで認知症に関する理解を深め、認知症の方やその家族の皆さ

まが安心して暮らせる地域社会を目指すため、「認知症サポーター養成講座」を 6回開催し

ました。 

これまで延べ 311 名が受講し、全営業店に「認知症サポーター」を配置。将来的には全

職員が「認知症サポーター」になることを目指します。 

9. 今後も情報を発信します 

これからも西京銀行は、全てのお客さまにご安心してご利用いただけるよう上記の取組

みを継続していくと共に、こうした取組みについて積極的に情報発信し、引続き各種関係

団体さまのご意見を取り入れながら、取組みを発展させて参ります。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 


